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自分のカラダと “がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？

1	　
国
税
・
地
方
税

（1）　
法
人
税

①
法
人
税
率
の
引
き
下
げ

　

平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
を
初
年
度
と

し
２
年
で
法
人
実
効
税
率
を
３
・
２
９
％

引
き
下
げ
る
こ
と
を
決
定
、
以
後
、
20
％

台
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と

と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
周
辺
ア
ジ
ア
諸
国
は
既
に

20
％
台
で
あ
り
、
国
際
競
争
力
の
強
化
、

国
内
産
業
の
活
性
化
や
立
地
競
争
力
の
強

化
の
観
点
か
ら
早
期
に
諸
外
国
並
み
の

20
％
台
を
実
現
す
る
よ
う
求
め
る
。

②
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中
小
企

業
へ
の
影
響
を
配
慮
し
大
法
人
を
中
心
に

法
人
税
改
革
を
行
な
う
こ
と
と
な
り
、
中

小
法
人
課
税
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課

題
と
な
っ
た
。

　

円
安
に
よ
る
原
材
料
費
の
高
騰
や
人
材

不
足
に
よ
る
人
件
費
の
高
騰
に
よ
り
、
地

域
経
済
と
雇
用
の
70
％
を
支
え
る
中
小
企

業
の
経
営
環
境
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
。

そ
の
よ
う
な
中
、
特
に
従
業
員
給
与
に
課

税
す
る
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
は
、
中
小

企
業
の
事
務
負
担
が
増
大
し
、
賃
金
引
き

上
げ
や
雇
用
維
持
に
悪
影
響
を
与
え
、
地

域
経
済
再
生
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、

中
小
企
業
へ
の
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
は
行

な
う
べ
き
で
は
な
い
。

③
中
小
企
業
軽
減
税
率
の
引
き
下
げ
等

　

平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
、

中
小
企
業
軽
減
税
率
の
適
用
期
限
が
平
成

28
年
度
末
ま
で
２
年
延
長
さ
れ
た
。

　

我
が
国
経
済
の
成
長
の
源
で
あ
り
、
地

域
経
済
や
雇
用
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
中
小
企
業
の
成
長
を
後
押
し
す
る
た

め
に
も
、
中
小
企
業
軽
減
税
率
に
つ
い
て

は
、
本
則
化
す
る
と
と
も
に
、
一
層
の
引

き
下
げ
を
求
め
る
。

　

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
課
税
所
得
８

０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽

減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
に
つ
い
て
、
大

幅
な
引
き
上
げ
を
求
め
る
。

④
交
際
費
課
税
制
度
の
見
直
し

　

平
成
26
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
交
際

費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
の
見
直
し
が
行

わ
れ
る
と
と
も
に
、
中
小
法
人
に
係
る
損

金
算
入
の
特
例
に
つ
い
て
、
見
直
し
措
置

と
の
選
択
適
用
と
し
た
う
え
、
そ
の
適
用

期
限
が
延
長
さ
れ
た
。

　

交
際
費
は
企
業
に
と
っ
て
、
事
業
の
維

持
、
拡
大
の
う
え
で
必
要
不
可
欠
の
も
の

で
あ
り
、
恒
久
化
、
定
額
控
除
限
度
額
の

引
き
上
げ
を
求
め
る
。

⑤
中
小
企
業
の
欠
損
金
の
繰
り
戻
し

還
付
制
度
の
拡
充

　

中
小
企
業
の
欠
損
金
の
繰
り
戻
し
還
付

制
度
に
つ
い
て
は
、
繰
り
戻
し
期
間
が
１

年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
欠
損
法
人
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
対
策
と
し
て
、
３
年

程
度
へ
の
延
長
を
求
め
る
。
ま
た
、
欠
損

金
の
繰
り
戻
し
還
付
制
度
は
、
中
小
企
業

に
限
定
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
対
象
企
業

の
拡
大
も
求
め
る

⑥
役
員
給
与
の
取
扱
い

　

役
員
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
定
期

同
額
給
与
、
事
前
確
定
届
出
給
与
、
利
益

連
動
給
与
以
外
に
つ
い
て
は
損
金
不
算
入

と
さ
れ
て
い
る
が
、
利
益
連
動
給
与
に
つ

い
て
同
族
会
社
は
損
金
算
入
適
用
対
象
外

と
な
っ
て
い
る
。
経
営
意
欲
、
企
業
活
力

を
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
同
族
会
社
に
つ
い

て
も
一
定
の
要
件
の
下
で
損
金
算
入
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
定
期
給
与
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限

り
３
ヶ
月
を
経
過
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い

が
、
経
済
変
動
が
激
し
い
実
態
に
照
ら
し
、

年
度
途
中
で
の
改
定
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
。

（2）　
所
得
税

①
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
お
よ
び　

課
税
方
式
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

女
性
の
活
躍
推
進
と
全
員
参
加
型
社
会

実
現
の
た
め
の
社
会
基
盤
整
備
の
な
か
で
、

配
偶
者
控
除
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て

い
る
が
、
女
性
の
社
会
進
出
の
促
進
に
は
、

各
種
子
育
て
支
援
策
の
拡
充
が
必
要
で
あ

り
、
社
会
保
障
制
度
も
含
め
て
幅
広
い
視

点
で
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
急
激
な
税
負
担
の
増
加
防
止
や

少
子
化
対
策
の
観
点
か
ら
、
Ｎ
分
Ｎ
乗
方

式
の
導
入
等
課
税
方
式
の
見
直
し
も
同
時

に
検
討
を
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

（3）　
資
産
税

①
事
業
承
継
税
制

　

平
成
25
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
相

続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い

て
適
用
要
件
の
緩
和
や
手
続
き
の
簡
素
化

な
ど
、
制
度
の
大
幅
な
改
善
が
図
ら
れ
た
。

　

中
小
企
業
の
円
滑
な
事
業
承
継
を
図
る

た
め
に
は
、
事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
か

ら
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制

の
創
設
が
望
ま
し
い
が
、
当
面
は
納
税
猶

予
制
度
の
更
な
る
利
用
促
進
を
図
る
た
め

以
下
の
要
件
の
見
直
し
を
求
め
る
。

•	

相
続
税
の
納
税
猶
予
割
合
の
１
０
０
％

へ
の
引
上
げ

•	

発
行
済
議
決
権
株
式
の
総
数
上
限
（
３

分
の
２
）
の
撤
廃

•	

相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
取
消
の
場
合

の
延
納
・
物
納
の
認
可

•	

贈
与
税
納
税
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
た
場

合
に
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
選
択
を

東
法
連
平
成
28
年
度
税
制
改
正
要
望（
抜
粋
）
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認
め
る
措
置
の
創
設

•	
雇
用
確
保
要
件
を
「
５
年
間
平
均
で
８

割
以
上
確
保
」
を
「
５
年
間
平
均
で
５

割
以
上
確
保
」
と
す
る
。

•	

会
社
の
事
業
資
金
の
担
保
に
提
供
し
て

い
る
土
地
・
建
物
も
、
相
続
税
・
贈
与

税
の
納
税
猶
予
の
対
象
と
す
る
。

②
相
続
税

　

平
成
25
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
基
礎

控
除
の
引
下
げ
と
と
も
に
最
高
税
率
を

55
％
に
引
き
上
げ
る
等
税
率
構
造
の
見
直

し
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
特
に
大
都

市
圏
に
お
い
て
は
、
急
激
な
負
担
増
を
招

く
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の
相
続
税
の

課
税
価
挌
の
計
算
の
特
例
に
お
け
る
事
業

用
宅
地
の
適
用
対
象
面
積
の
更
な
る
拡
大

を
求
め
る
。

　

ま
た
少
子
化
対
策
の
観
点
か
ら
、
法
定

相
続
人
1
人
あ
た
り
の
控
除
額
６
０
０
万

円
の
引
上
げ
を
求
め
る
。

③
相
続
時
精
算
課
税
制
度

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
活
用
し
た
相

続
税
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
贈
与
時
の

評
価
額
を
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
相
続
が
発
生
し
、
生
前
贈
与

し
た
財
産
の
評
価
額
が
下
落
し
て
い
た
場

合
、
思
わ
ぬ
税
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
贈
与
時
の
評
価
額
と
相
続
時
の

評
価
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
に
よ
り
計
算

で
き
る
よ
う
求
め
る
。

　

ま
た
そ
の
場
合
、
居
住
用
宅
地
等
に
つ

い
て
は
「
小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の
相

続
税
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
」
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（4）　
消
費
税

①
軽
減
税
率
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
に
お
い

て
、
平
成
27
年
10
月
に
予
定
し
て
い
た
消

費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
時
期
が
平
成

29
年
４
月
に
変
更
さ
れ
、
軽
減
税
率
制
度

に
つ
い
て
は
平
成
29
年
度
か
ら
の
導
入
を

目
指
し
て
具
体
的
な
検
討
を
進
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
は
、
社
会
保

障
制
度
財
源
の
毀
損
、
対
象
品
目
の
線
引

き
に
お
け
る
混
乱
、
高
所
得
者
に
も
恩
恵

が
お
よ
び
低
所
得
者
対
策
と
し
て
は
非
効

率
、
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
等
煩
雑
な
事
務
の

増
加
等
多
く
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

特
に
中
小
企
業
者
に
と
っ
て
は
事
務
・
コ

ス
ト
に
お
い
て
極
め
て
負
担
が
大
き
い
こ

と
か
ら
軽
減
税
率
の
導
入
は
避
け
る
べ
き

で
あ
る
。

②
価
格
転
嫁
対
策

　

平
成
25
年
６
月
に
消
費
税
転
嫁
対
策
特

別
措
置
法
が
成
立
し
様
々
な
施
策
が
講
じ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
中
小
企
業
者

の
間
で
価
格
転
嫁
に
つ
い
て
の
不
安
は
未

だ
大
き
く
、
円
滑
か
つ
適
正
な
価
格
転
嫁

に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
引

き
続
き
事
業
者
の
実
態
を
十
分
に
把
握
し

な
が
ら
関
係
機
関
が
連
携
の
う
え
強
力
か

つ
確
実
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
。

（5）　
地
方
税

①
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直

　

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
長
期
的
な
地

価
下
落
が
続
く
中
、
特
に
都
市
部
に
お
い

て
重
税
感
が
高
ま
っ
て
お
り
、
負
担
軽
減

を
求
め
る
。
評
価
方
式
は
収
益
還
元
価
格

方
式
に
改
め
る
よ
う
求
め
る
。

②
固
定
資
産
税
の
免
税
点
の
引
き
上

げ
等

　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
減
価
償
却
資
産

の
免
税
点
１
５
０
万
円
の
引
き
上
げ
及
び

「
中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産

の
取
得
価
格
の
損
金
算
入
の
特
例
」
を
適

用
し
て
取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て
、
中
小

企
業
の
資
産
管
理
・
納
税
事
務
負
担
の
軽

減
、
事
務
効
率
化
の
推
進
、
設
備
投
資
の

促
進
に
よ
り
中
小
企
業
の
活
性
化
を
図
る

た
め
、
固
定
資
産
税
免
除
の
創
設
を
求
め

る
。

③
東
京
都
に
お
け
る
「
中
小
企
業
者
向

け
省
エ
ネ
促
進
税
制
」
の
拡
充

　

東
京
都
の
「
中
小
企
業
者
向
け
省
エ
ネ

促
進
税
制
」
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
４
月

に
対
象
期
間
が
５
年
延
長
さ
れ
た
。
省
エ

ネ
努
力
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、

減
免
額
の
引
き
上
げ
や
対
象
機
器
の
拡
大

な
ど
の
拡
充
を
求
め
る
。

④
事
業
所
税
の
廃
止

　

固
定
資
産
税
と
の
二
重
負
担
に
な
っ
て

お
り
、
ま
た
対
象
地
域
で
の
新
規
開
業
や

雇
用
創
出
の
阻
害
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

都
市
計
画
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
中
、
す

で
に
本
税
の
目
的
は
達
成
さ
れ
て
お
り
廃

止
す
べ
き
で
あ
る
。

2 　
そ
の
他

（1）　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
社
会
保
障・

税
番
号
制
度
）

　

行
政
の
効
率
化
や
利
便
性
の
向
上
、
国

民
の
社
会
保
障
や
税
の
給
付
と
負
担
の
公

平
性
と
透
明
性
を
実
現
す
る
等
メ
リ
ッ
ト

は
大
き
い
が
、
個
人
情
報
の
流
出
や
悪
用

へ
の
対
応
や
費
用
対
効
果
が
課
題
と
な
る
。

　

個
人
情
報
の
管
理
に
万
全
を
期
し
、
コ

ス
ト
の
明
確
化
に
よ
り
、
国
民
の
納
得
と

理
解
を
得
な
が
ら
推
進
す
る
よ
う
求
め
る
。

　

ま
た
、
事
業
者
に
対
し
て
過
度
な
コ
ス

ト
や
事
務
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
柔
軟
な

運
営
と
必
要
な
助
成
を
求
め
る
。

（２）　
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
控
除
（
電
子
証

明
書
等
特
別
控
除
）

　
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
控
除
に
つ
い
て
は
平
成
24

年
度
分
の
確
定
申
告
に
て
廃
止
さ
れ
た
が
、

今
後
更
な
る
普
及
を
推
進
す
る
た
め
に
も

特
別
控
除
を
復
活
す
る
よ
う
求
め
る
。


